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研究成果の概要（和文）：社会排除や貧困に直面している患者を支える包摂的医療を検討するため、そうした人々と直
面している中規模地域病院のスタッフと研究者が連携し（アクション・リサーチ）、スタッフと患者の思いを語る調査
を実施しました。また、関連した公的制度を批判的に検討するとともに、アメリカ合衆国で包摂的医療に寄与している
セーフティネット医療供給者（地域健康医療センターや公立病院など）についての文献・聞き取り調査を行いました。
包摂的医療の展開には、スタッフ・患者の直面する困難の多様性の認知、制度の隙間を埋める活動を組織的に進めるた
めの医療機関の目的設定、医療機関の取り組みを支援する政策形成、が示されました。

研究成果の概要（英文）：This research explored how inclusive healthcare can be developed by organizing an 
action research in collaboration with staff at a middle-sized community hospital who face patients living 
with economic and social difficulties. It included narrative interviews on the staff and patients, 
critical analysis on relevant public policies, and literature reviews and interviews on safety-net 
providers (e.g. community health centers and public hospitals) in the United States. The following points 
are suggested to develop inclusive healthcare: recognition that patients and staff at hospitals face a 
wide variety of social , economic, and psychological difficulties; establishment of objectives of medical 
institutions to organize activities gaps between established systems; and public policies to support such 
activities of medical institutions.

研究分野： 社会政策・医療政策
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１．研究開始当初の背景 
 
 社会排除の問題は、20 世紀末より先進諸国
において浮上した問題である。欧州各国にお
いて社会政策の重要課題として社会排除が
位置づけられ、我が国においても、この 10
年貧困の再発見や所得格差の拡大とあいま
って、「ひきこもり」「孤独死」「社会的孤立」
などの社会排除に関わる課題が重要な社会
的課題になってきている。一方、我が国の医
療制度には低額無料診療制度という方策や
ホームレス者への支援はありつつも、社会排
除という複合的な要因が重なっているに関
する多様な問題をふまえた医療場面での対
策や実践はこれまで検討されていない。さら
に、皆保険制度とはいえ原則 3割利用者負担
という経済的アクセス障壁があること、医学
教育においてはこうした課題が十分位置づ
けられていないという課題がある。 
 
２．研究の目的 
 
（１）本研究の目的は、貧困・生活困難と疾
病の複合の中で社会排除に直面している患
者(socially excluded patients, SEPs）に
対 す る 社 会 包 摂 的 な 医 療 (inclusive 
healthcare, 以下 IHC と呼ぶ)について、実
践的・制度的課題を明らかにし、もってその
対策を検討することである。具体的には、以
下の５点を目標とした。 
 ①これまでの内外のIHCに関する先行研究
の到達点を文献学的に明らかにする。 
 ②受刑経験者等社会排除の危険に直面し
ている人々が抱える医療利用上の諸問題を、
「語り」を中心に質的に明らかにする。 
 ③IHC を実践する医療機関が、実際の診療
を行う上で直面している困難を、「語り」を
中心に質的に明らかにする。 
 ④IHC を推進する上での社会制度（医療保
険、福祉施策および司法等関連する諸施策）
の課題を明らかにし、可能な対策を検討する。 
 ⑤社会排除対策において先行している欧
州における経験を収集・分析し、日本への示
唆を検討する。 
 
３．研究の方法 
 
(1)先行研究の文献的検討 
 
 ヨーロッパを中心に社会排除と医療、社会
包摂的な医療に関する学術的文献を pub-med
等の各種データベースを用いて探索し、先行
研究の到達点を分析・整理した。また英語圏
の諸国および欧州連合（EU）を中心に、政策
の展開・経験について探索し分析・整理した。
さらに、米国のセイフティネット供給者は日
本の実践に示唆的であることが明らかとな
り、その実態とそれに関わる政策、先行研究
の検討も行った。 
 

(2)連携研究体制の確立および関連地域情報
の収集・分析 
 
 本研究は参加型アクション・リサーチ
(PRA)の手法を用いて行った。そのため、社
会排除に直面している患者と日常診療にお
いて遭遇している臨床医の研究協力のもと、
中規模の医療機関との連携研究体制を確立
し、医療機関のスタッフと研究者による共同
研究を実施した。その前提として、当該医療
機関と研究実施機関による共同研究に関わ
る協定を結んだ。この過程において、緊密な
連携体制を結ぶ必要が明らかになり、当初予
定していた複数箇所での実施にはより大規
模な研究組織が必要であることが明らかと
なったため、本研究では京都の１病院(100－
200 床規模、外来患者数 1日平均 200 名以上）
との連携において実施することとした。当該
病院は、内科系の標榜科以外にも精神科の外
来も実施している。 
 
(3)医療スタッフに対する診療・ケア上の困
難・課題・取り組みについての調査 
 
 連携機関において、医師をはじめとした医
療スタッフに、半構成的質問を用いて、社会
排除に直面している患者とどのように遭遇
しているか、その際どのような困難や課題が
あると考えているか、また、どのように社会
排除に直面している患者に向き合おうとし
ているか等について調査を行った。聞き取る
スタッフの数や職種等は、連携会議で検討し
て決めた。 
 
(4)社会排除に直面している患者の医療利用
上の困難についての調査 
 
 連携機関において診療等によって接点の
あった社会排除に直面していると思われる
患者の状況について、慎重に調査を依頼し、
本人あるいはそれが難しい場合には家族か
ら聞き取り調査を実施した。診療録等個人情
報に関する事項については、本研究内におい
ては、明らかな必要性が検討できなかったた
めに、見送ることとした。 
 
(5)米国セイフティネット供給者に関する資
料収集・調査・分析 
 
 英語圏の文献を概観する中で、限られた研
究資源を活用する上で、特に米国のセイフテ
ィネット供給者に焦点をあてることとした。
事前の文献調査とそれにもとづいた質問項
目を作成した上で、2015 年 2月に調査を実施
した。 
 
４．研究成果 
 
(1)先行研究の検討では、①社会排除対策が
健康対策との関係で論じられてきているこ



と、②少なくとも英国において社会包摂志向
の医療実践が検討されていること、③アメリ
カ合衆国においては、無保険者への治療を担
っているセイフティネット医療機関があり
さまざまな事業展開を実施していること、そ
れに係る政策、経営、実践上の多くの課題が
検討されていること、④日本において実際上
にさまざまな事情により医療利用時の経済
負担が問題となっており、これが利用の障壁
となっている可能性が示唆されていること、
またこれへの制度的対応として、社会福祉法
による無料低額診療事業があり、近年この事
業の運用とその意義について検討が行われ
ていること、などが明らかになった。 
 
(2)生活困窮を抱える地域住民・患者を対象
とした調査を実施するにあたり、まず医療ス
タッフ―研究者間で構成される共同研究プ
ロジェクトチームを形成した。また、共同研
究に向けた協定の締結を行った。この過程で、
大学にも病院にも、こうしたアクション・李
サーチに向けた制度的枠組みがなく、新たに
検討する必要があることが示された。また、
研究が進捗する中で、病院としての位置づけ
についても、より明確に検討する必要が次第
に明らかになっていった。一方、調査の実施
計画については、プロジェクトメンバー内で
慎重に議論を重ねることができ、その結果、
生活困窮を抱える地域住民・患者が来院した
際に生じる「困難性」に着目し、医療スタッ
フとともに通院患者にインタビュー調査を
実施することとなった。プロジェクトメンバ
ーにより調査実施計画を作成し、病院附設の
倫理委員会の審査を経て、2013 年にスタッフ
調査を、2015 年から 2016 年にかけて通院患
者調査を実施するにいたった。調査の実施は
事前にプロジェクトメンバーにより作成し
たインタビューガイドを用い、複数の質的研
究に詳しい研究者がおおむね1時間程度を用
いて実施した。その際、インタビューイーに
は趣旨を説明して、同意を文書で得て行った。 
 調査結果はプロジェクトメンバーがまと
めた上で、病院関係者に結果を説明し、さら
なる取り組みを検討する素材とした。 
 スタッフ調査の結果をプロジェクトメン
バーがまとめた上で、その結果を含めてスタ
ッフとの懇談会を行い、結果の意味づけを研
究者と病院スタッフでともに探ることを行
った。患者調査の結果についてはプロジェク
トメンバーで検討をすすめ、まとめるととも
に、特にその結果をふまえて今後の取り組み
をどのようにしていくかを病院からのメン
バーを中心に検討していただいた。この点で、
アクション・リサ―チの枠組みは、このよう
な研究課題においても機能しうることが示
された。 
 2 つの調査結果と制度的検討をふまえて、
今後の課題を検討する総括会議を 2016 年 3
月に開催した。それに合せて共同研究プロジ
ェクトの報告書を作成し、公表した。その際、

病院としての調査結果をどう受け止め、どう
取り組んでいくかについての検討結果が示
された。このような経過により、中小規模の
病院とのアクション・リサーチは共通の課題
設定がなしえ、丁寧に調査計画がなされるな
らば、実施可能であることが示された。 
 
(3)医療スタッフに対するインタビューでは、
医療スタッフが経験する困難は４つの時期
区分―①疾病の発症、②生活環境、③診察場
面、④予後・社会復帰、において生じている
ことが明らかになった。また、困難を抱える
と認識される患者は、これらを重複し、かつ
解決方略を見いだせない状態の者であった。
医療スタッフ間の情報共有や事例検討、スタ
ッフに対する心理的ケア等の重要性が指摘
された。 
 
(4) 通院患者に対するインタビューにより、
生活困窮を抱える患者自身が抱える困難は、
①医療スタッフとのコミュニケーション場
面、②医療施設・運営システム、③疾病にま
つわる問題、④経済的な困窮、⑤病気に対す
る周囲の認識、⑥介助が必要な家族、⑦補助
制度の受給に伴う問題、に関するものでるこ
とが示された。①、②は医療現場で生じるも
のであり、その他は患者自身が社会生活、日
常生活において日々感じている困難であっ
た。とりわけ⑦では、生活保護や医療費の免
除制度を受給することで、患者が自己をネガ
ティブにとらえ、自ら社会参加を避ける可能
性が指摘された。これらの結果から、医療ス
タッフのコミュニケーション教育や心理的
ケアだけでなく、生活補助制度の受給者に対
する心理的ケアの重要性が示唆された 
 また、生活困難者の抱える「生きづらさ」
に焦点をあて、これを、社会構造上の問題や、
他者との人間関係を築くことの難しさやア
イデンティティ承認にまつわる問題でもあ
るとしたうえで、消費社会に困窮問題、人間
関係において抱える困難さ、居場所のなさ、
社会的自殺ということ等と関連づけること
により、「生きづらさ」にまつわる問題の所
在をまとめた。 
 さらに、貧困・社会的排除の実態と社会政
策のあり方に焦点をあて、支援現場における
フィールドワークをとおして個別的な支援
ケースの実態を分析した。また、社会的包摂
に向けた社会政策の制度、支援実践の効果や
課題について検討を行った。生活困窮者の自
立支援においては、一般的に注目されがちな
就労面に限らず、その前段階として健康確保
や医療サービス提供を視野に入れた包括的
な支援枠組みが効果的なことも明らかにし
た。 
 
(5)日米の医療政策と医療産業についての理
論的および実証的研究を通じて、社会包摂に
向けた医療政策のあり方を研究し、とくに大
量の無保険者を抱える米国において、医療ア



クセスが困難な患者に対するケアを担うセ
イフティネット医療供給者、とりわけ地域健
康医療センターの制度上の位置づけと実際
上の課題について明らかにした。 
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